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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年８月４日付で、当社が営むパワーシステム事業のうち社会システム事業を、吸収分割（以下、「本

吸収分割」という。）の方法により当社の子会社であるサンケン電設株式会社（以下、「対象会社」という。）に承

継させた上で、対象会社の発行済株式の全部を株式会社ＧＳユアサに譲渡することを決議し、金融商品取引法第24条

の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第７号、第12号及び第19号の規定により

臨時報告書を提出し、また、2020年11月26日付けで訂正臨時報告書を提出しました。

今般、2021年１月27日開催の当社の取締役会において、本吸収分割の効力発生日及び新規発行株数を変更する吸収

分割契約の変更覚書の締結を決議したことに伴い、臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品

取引法第24条の５第５項の規定により、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

１．吸収分割に関する事項

(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容及びその他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容

②本吸収分割に係る割当ての内容

③本吸収分割の日程

 
２．特定子会社の異動に関する事項

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　線を付して表示しております。

 
１．吸収分割に関する事項

(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容及びその他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容

(訂正前)

②本吸収分割に係る割当ての内容

 本吸収分割に際して、対象会社は譲渡制限株式である普通株式85,000株を発行し、その全てを当社に交付

いたします。

 
③本吸収分割の日程

　 吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　　　　 2021年２月１日（予定）

 
 (訂正後)

②本吸収分割に係る割当ての内容

 本吸収分割に際して、対象会社は譲渡制限株式である普通株式55,000株を発行し、その全てを当社に交付

いたします。

 
③本吸収分割の日程

　 吸収分割の効力発生日　　　　　                2021年３月１日（予定）
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２．特定子会社の異動に関する事項

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

(訂正前)

　異動前：86,000個

　異動後： 　　-個

 
(訂正後)

　異動前：56,000個

　異動後： 　　-個

 

EDINET提出書類

サンケン電気株式会社(E01790)

訂正臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所

